
令和８年度茨城県港湾事業公営企業会計移行支援業務委託に係る公募に関する公告 

 

公募型プロポーザル方式に基づく令和８年度茨城県港湾事業公営企業会計移行支援業務

委託について、次のとおり公告する。 

 

   令和８年５月７日 

 

茨城県知事 大井川 和彦    

 

 

１ 調達に付する事項 

 (1) 業務名 

 令和８年度茨城県港湾事業公営企業会計移行支援業務委託 

 (2) 業務内容 

本業務は、茨城県（以下「委託者」という。）が、港湾事業における令和11年度の

地方公営企業法の一部適用（以下「法適用」という。）に向けて、令和８年度から令

和10年度までの３か年で移行業務を遂行するに当たり、その初年度に必要となる業務

について、公営企業会計に精通した者に支援業務を委託することを目的とし、以下の

業務を行う。 

  ア 業務計画の策定 

  イ 現有資産の把握及び固定資産の整理・調査・評価 

  ウ 法適用に伴い必要な事務手続き等の総括的な支援 

 (3) 履行期間 

   契約締結の日から令和９年３月31日まで 

 (4) 担当部局 

   〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 

茨城県土木部港湾課 港湾経営室 経営管理Ｇ 

   電話 029-301-4521 

 

２ プロポーザルの参加者に要求される資格要件 

  法人その他の団体であって、以下の全ての要件を満たす者とする。 

 （１） 茨城県物品調達等競争入札参加資格審査要項（令和８年告示第254号）に基づく物

品調達など競争入札参加資格を有する者であること。 

ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受け

ていない者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４台１項の規定に該当しない

者及び同条第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であ

ること。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てが

なされている者でないこと。 

（４）政治活動及び宗教活動を事業目的とする者でないこと。 

（５）国税及び地方税の滞納がないこと。 



（６）茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号から同条第３号

に規定する者でないこと。 

（７）Ｐマーク（プライバシーマーク）またはＩＳＭＳを取得している者であること。 

（８）国又は地方公共団体が発注する、本委託業務と同種又は類似の業務を受託した経験

を有する者であること。 

 

３ 失格事項 

(1) 提出書類に仕様書等に記載された条件に適合しない記載がある場合 

(2) 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

(3) 提案書等受付期限までに所定の書類が整わなかったとき 

(4) その他不正な行為があったと認められたとき 

 

４ 審査方法及び評価項目 

 (1) 審査方法 

担当部局内に設置した審査委員会において、下記(2)の審査基準に基づき、提出書類

により書面審査を行い、委託候補者を選定する。なお、企画提案内容について、必要に

応じてヒアリングや追加資料の提出を求めることがある。 

 (2) 審査基準 

項目 審査基準 

業務の実施体制 ・業務を確実に遂行できる人員体制を確保しているか。 

・委託者からの問合せ・相談等に対する支援体制はあるか。 

・機密内部情報を適切に管理・保護することができるか。 

移行支援計画の

妥当性 

・令和11年度の法適用に向けて、実現可能性の高い移行支援計

画（公営企業会計システムの導入提案を含む）が策定されて

いるか。 

・当年度の業務について、具体的な実施手法及びスケジュール

が示されているか。 

専門性・適格性 ・法適用のための事務手順に精通しているか。 

・港湾特有の資産に対する調査・評価に係る説明はあるか。 

・同種又は類似業務を受託した実績はあるか。 

コスト ・業務遂行のために必要な経費を適切に計上しているか。 

・見積提示金額が提案内容に照らして妥当なものであるか。 

・次年度以降の業務委託の概算必要額が妥当なものであるか。 

 （公営企業会計システムの導入費用は含まないものとする） 

 

(3) 審査結果 

  審査結果は、全ての参加者に電子メールで通知する。 

なお、審査結果に対する異議申し立て、質問等には一切応じない。 

 

５ 手続等に関する事項 

(1) 担当部局 

  茨城県土木部港湾課 港湾経営室 経営管理Ｇ（〒310-8555 水戸市笠原町978-6） 

  電話：029-301-4521 FAX：029-301-4538 

  E-mail : kowan1@pref.ibaraki.lg.jp 



(2) 公募に関する説明書の交付方法 

 ア 交付期間 

   公告の日から令和８年５月15日（金）までの午前９時から午後５時まで（ただし、

土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。） 

 イ 交付場所 

    (1)の担当部局に同じ 

 ウ 交付方法 

   イにおいて直接交付又は茨城県ホームページ「入札情報サービス」及び茨城県土木

部港湾課ホームページからダウンロード。 

    なお、直接交付を希望する場合は、(1)の担当部局あて事前に連絡すること。 

 (3) 企画提案書等の提出期限等 

  ア 提出期限 令和８年５月22日（金） 

  イ 提出先  (1)の担当部局に同じ 

  ウ 提出方法 郵送又は持参に限る。 

  エ 留意事項 企画提案書等の受付時間は、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜

日及び国民の休日を除く。）。郵送の場合には、令和８年５月22日（金）

までに到着したものを有効とする。 

 

６ その他 

 (1) 書類の作成に使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 契約書作成の要否 

   要 

(3) 企画提案書の提出に係る経費については、応募者の負担とする。また、提出書類は返

却しない。 

(4) 委託候補者選定後、見積合わせにより委託者及び委託金額を別途決定する。 

(5) その他の詳細については、説明書による。 


